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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
警
察
署
内
留
置
場
等
に
勾
留
中
の
被
疑
者
へ
の
靴
下
差
し
入
れ
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
現
在
、
全
国
の
警
察
署
に
置
か
れ
る
留
置
施
設
は
千
百
二
十
二
施
設
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
沖
縄

県
内
の
警
察
署
に
置
か
れ
る
留
置
施
設
は
十
四
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
の
刑
事
施
設
は
本
所
七
十
七
施
設
（
刑
務
所
六

十
二
施
設
、
少
年
刑
務
所
七
施
設
、
拘
置
所
八
施
設
）及
び
支
所
百
十
一
施
設（
刑
務
支
所
八
施
設
、
拘
置
支
所
百
三
施
設
）

で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
靴
下
差
し
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
」
及
び
「
靴
下
差
し
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日
に
、
沖
縄
県
警
察
か
ら
、
名

護
警
察
署
留
置
施
設
で
、
当
該
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
い
る
者
に
交
付
す
る
た
め
当
該
留
置
施
設
に
靴
下
を
持
参
し
た
者

に
対
し
、
当
該
靴
下
は
自
殺
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
自
弁
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
物

品
以
外
の
物
品
に
当
た
る
と
い
う
判
断
を
踏
ま
え
、
当
該
靴
下
の
引
取
り
を
求
め
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
と
の
報
告
を
受

け
て
い
る
も
の
の
、
同
庁
及
び
法
務
省
と
し
て
は
、
沖
縄
県
内
の
警
察
署
に
置
か
れ
る
留
置
施
設
を
含
む
全
国
の
警
察
署
に
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置
か
れ
る
留
置
施
設
並
び
に
那
覇
拘
置
支
所
及
び
宮
古
拘
置
支
所
を
含
む
全
国
の
刑
事
施
設
の
う
ち
、
留
置
施
設
に
留
置
さ

れ
て
い
る
被
勾
留
者
又
は
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
被
勾
留
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
被
勾
留
者
」
と
い
う
。
）

に
交
付
す
る
た
め
当
該
留
置
施
設
又
は
当
該
刑
事
施
設
に
靴
下
を
持
参
し
、
又
は
送
付
し
た
者
に
対
し
、
当
該
靴
下
の
引
取

り
を
求
め
た
こ
と
の
あ
る
も
の
の
数
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
右
に
述
べ
た
事
例
以
外
は
把
握
し
て
い
な
い
。

一
般
論
と
し
て
は
、
刑
事
施
設
の
長
又
は
留
置
業
務
管
理
者
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
刑
事
収
容
施
設
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
百
八
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
被
勾
留
者
が
、
靴
下
を
含
め
衣
類
に
つ
い
て
自
弁
の
も
の
を
使
用
し
た
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
に
は
、
刑

事
施
設
又
は
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
そ
の
他
管
理
運
営
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
を
除
き
、
法

務
省
令
又
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
許
す
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
靴
下
を
含
め
衣
類
に
つ
い
て
は
一

般
に
差
入
れ
が
許
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
刑
事
施
設
の
長
又
は
留
置
業
務
管
理
者
は
、
刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
九
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
九
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
靴
下
を
含
め
衣
類
を
持
参
し
、
又
は
送
付
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
引
取
り
を
求
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
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る
。
ま
た
、
刑
事
施
設
の
長
又
は
留
置
業
務
管
理
者
は
、
刑
事
収
容
施
設
法
第
五
十
一
条
（
第
百
九
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
刑
事
施
設
及
び
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
五

十
七
号
）
第
二
十
一
条
各
号
又
は
国
家
公
安
委
員
会
関
係
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
四
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
各
号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
勾
留
者
に
対
す
る
靴
下
を

含
め
衣
類
の
交
付
等
に
つ
い
て
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
の
管
理
運
営
上
必
要
な
制
限
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
制

限
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
靴
下
を
含
め
衣
類
の
差
入
れ
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
拘
置
所
及
び
拘
置
支
所
や
警
察
署
内
留
置
場
に
よ
っ
て
、
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
へ
の
靴
下
差
し
入
れ
が
認

め
ら
れ
た
り
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
」
の
具
体
的
な
状
況
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
お
け
る
差
入
れ
の
許
否
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
の
長
又
は
留
置
業
務
管
理
者
が
、

刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
六
条
第
一
項
等
又
は
第
百
九
十
三
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
即
し

て
判
断
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て
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お
尋
ね
の
「
勾
留
中
の
被
告
人
ま
た
は
被
疑
者
へ
の
下
着
、
肌
着
、
ハ
ン
カ
チ
等
衣
類
の
差
し
入
れ
に
つ
い
て
、
警
察
庁

の
通
知
や
通
達
等
政
府
発
出
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
被
勾

留
者
に
対
す
る
衣
類
の
差
入
れ
を
規
律
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
該
当
す
る
よ
う
な
通
達
及
び
通
知

は
存
在
し
な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の「
冷
え
性
等
の
疾
患
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、防
寒
目
的
の
靴
下
差
し
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
」

の
具
体
的
な
状
況
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
お
い
て

は
、
防
寒
対
策
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
衣
類
及
び
寝
具
の
貸
与
数
の
増
加
等
の
種
々
の
配
慮
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
被
勾
留
者
を
含
め
被
収
容
者
（
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

被
留
置
者
（
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
者
の
状
況
に

応
じ
た
適
切
な
処
遇
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
適
正
に
維
持

す
る
観
点
等
か
ら
、
法
令
に
基
づ
き
、
被
収
容
者
又
は
被
留
置
者
の
権
利
又
は
自
由
に
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は

や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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